
免許証の有効期間によって3年の方／1,500円 4年の方／1,800円 5年の方／2,000円となります。
会費は、交通安全活動の財源となります。交通安全協会の活動については、裏面をご覧ください。会 費

詳しい内容は、山梨県交通安全協会（電話：055-280-5550）へ
※会員の個人情報は加入者の管理及び特典付与以外には使用しません

※各種特典を受けるには会員証が必要となります。大切に保管してください。

交通安全協会に
ご入会をお願いします

免許証自主返納時の
運転経歴証明書の助成
運転経歴証明書の申請手数料1,150円
（上限）と協会職員が撮影した写真代を、
申請時に交通安全協会が負担します。

協賛店制度
協賛店制度は、当
協会の会員になら
れた方が、登録さ
れた協賛加盟店か
らサービスを受け
られる制度です。
サービス内容は、
QRコードからご確
認いただけます。

緊急脱出用ハンマー
割引販売
通常価格2,000円のハンマーを1,200
円で販売。

（JIS規格適合品）
チャイルドシート
貸し出し
期間：2週間以内
料金：無料
詳しくはお近く
の警察署の交
通安全協会ま
でお問い合わ
せください。

運転免許証ケース進呈
免許証の亡失、損傷を防止するための
免許証ケースを進呈します。

入会記念品進呈
入会記念品１個を進呈します。記念品
は時期によって異なります。

弁護士による無料相談
交通事故にともなうトラブルが生じた
場合、無料で弁護士に相談できます。

交通事故見舞金制度
会員に対し、交通事故入院（10日以上）
見舞金1万円、交通事故死亡見舞金10
万円を給付します。

会員に対し、交通事故入院（10日以上）
見舞金1万円、交通事故死亡見舞金10
万円を給付します。
※詳しくは当協会のホームページ
　（見舞金交付規定）をご覧ください。

「安協更新サポート通信」の
送付
初めて高齢者講習
を受ける方（70歳
以上）に対して、免
許証失効防止と高
齢者講習の詳細案
内を目的とした通
知を送付します。


